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告 示
栃木県告示第149号
　学校教育法（昭和22年法律第26号）第130条第１項の規定により、次のとおり専修学校の廃止を認可した。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 設 置 者 廃 止 日

中央アートスクール 小山市駅東通り２丁目
24番28号

学校法人中央学園 令和８（2026）年３月31日

（文書学事課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第150号
　栃木県医師修学資金等貸与条例（平成17年栃木県条例第83号）第３条第２項の規定により修学資金を貸与す



（198） 栃 木 県 公 報 第690号令和８（2026）年３月24日　火曜日

ることができる大学医学課程を指定し、同条例第４条第２項の規定により当該課程に在学する学生に対する貸
与額を定めたので、次のとおり告示する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定した大学医学課程の名称及び所在地
⑴　名称
慶應義塾大学医学部医学科

⑵　所在地
東京都新宿区信濃町35

２　貸与額
１年目　年額350万円、入学金相当額20万円
２年目以降　年額366万円

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第151号
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第２項の規定により、令和６年栃木県告示第356号により指
定した特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければなら
ない区域の一部について当該指定を解除するので、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定によ
り次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定を解除する区域
小山市大字喜沢字海道西1475番１、1475番５の各一部

２　土壌含有量基準に適合していなかった特定有害物質の種類
鉛及びその化合物

３　講じられた汚染の除去等の措置
土壌汚染の除去

（環境保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第152号
　次の保安林を解除予定保安林にしたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の規定により告示す
る。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　解除予定保安林の所在場所
那須塩原市塩原字門前1643-２、1643-３

２　保安林として指定された目的
土砂の流出の防備

３　解除の理由
指定理由の消滅

（関係書類を栃木県庁及び那須塩原市役所に備え置いて縦覧に供する。）
Ⅱ
１　解除予定保安林の所在場所
　佐野市並木町字中妻267-２、268-２、273-３、275-２、276、字川入317から321まで、322-２、323、
324-１、325-１、327、334、335-１

２　保安林として指定された目的
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水害の防備
３　解除の理由
指定理由の消滅

（関係書類を栃木県庁及び佐野市役所に備え置いて縦覧に供する。）
Ⅲ
１　解除予定保安林の所在場所
鹿沼市引田字遅ノ沢口2424-２

２　保安林として指定された目的
水源の涵

かん

養
３　解除の理由
指定理由の消滅

（関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。）
（森林整備課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第153号
　漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定により遊漁規則の変更を認可したので、同条第７項の
規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　漁業権者の住所及び名称
鹿沼市口粟野704番地
小倉川漁業協同組合

２　漁業権の免許番号
内共第18号

３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
小倉川漁業協同組合内共第18号第５種共同漁業権遊漁規則（令和６年栃木県告示第66号）

⑵　変更内容
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

券 種 漁具及び漁法 期間 遊 漁 料
附加
料金

全魚種～
雑魚

略

全魚種２
等

　　　投網、
やす突、引掛
及び掛釣

１年 8,000円 －

　注１～注２　略
２～５　略

（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

券 種 漁具及び漁法 期間 遊 漁 料
附加
料金

全魚種～
雑魚

略

全魚種２
等

竿釣、投網、
やす突、引掛
及び掛釣

１月 8,000円 －

　注１～注２　略
２～５　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
令和８（2026）年３月24日
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（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第154号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

益 子 町 土 地 改 良 区 令和８（2026）年３月13日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第155号
　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）第59条の規定によ
り住宅確保要配慮者居住支援法人を指定したので、同法第60条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

支 援 業 務 の 種 別 名称又は商号
主 た る 事 務 所
又は営業所の所在地

支援業務を行う事務所
又は営業所の所在地

指定年月日

法第62条第２号に掲
げる業務

株式会社スカ
イブルー

栃木県足利市山川町
520番地５

栃木県足利市山川町
520番地５

令和８（2026）年
３月11日

法第62条第２号、第
３号及び第６号に掲
げる業務

MODE不動
産経営管理株
式会社

栃木県さくら市氏家
2436-４

栃木県さくら市氏家
2436-４

令和８（2026）年
３月13日

（住宅課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○認定鳥獣捕獲等事業の変更認定
　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第18条の７第１項の規定によ
る変更の認定をしたので、同条第２項において準用する同法第18条の５第２項の規定により次のとおり公示す
る。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

認定鳥獣捕獲等
事業者の名称

住 所 代表者の氏名 変 更 事 項 変更年月日

一般社団法人
栃木県猟友会

栃木県宇都宮市上戸祭町
60番地１栃木防災㈱２階

日向野　義幸 鳥獣捕獲等事業の実施体
制に関する事項（夜間銃
猟の実施等）

令和８（2026）年
３月９日

（自然環境課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○基本測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土地理院長から基本測量を実施する旨通知
があったので、同条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年３月24日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
基本測量（電子基準点測量）

２　作業地域
　宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、那須塩原市、那須烏山市、河内郡上三川町、芳
賀郡茂木町、塩谷郡塩谷町、那須郡那須町
３　作業期間
令和８（2026）年４月１日から令和９（2027）年３月31日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、関東農政局長か
ら公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次の
とおり公示する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（２級水準測量）

２　作業地域
小山市、下都賀郡野木町

３　作業期間
令和８（2026）年１月22日から同年３月26日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、那須農業振興事
務所長から公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に
より次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（地区界確定図作成）

２　作業地域
大田原市北西部及び那須塩原市南東部

３　作業期間
令和８（2026）年２月19日から同年３月19日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○基本測量の終了
　令和７（2025）年６月17日付けの栃木県公報で公示した「基本測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第14条第２項の規定により、国土地理院長から、その基本測量が終わった旨通知があったので、
同条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
基本測量（成果不整合地域における基準点改測）

２　作業地域
益子町

３　作業期間
令和７（2025）年９月１日から令和８（2026）年２月27日まで

　───────────────────────────────────────────────
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　　　○公共測量の終了
　令和７（2025）年９月26日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、栃木南部農業水利事務所長から、その
公共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のと
おり公示する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（用地測量）

２　作業地域
小山市大字下国府塚地内ほか

３　作業期間
令和７（2025）年８月８日から令和８（2026）年１月14日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　足利市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り令和８（2026）年２月24日に変更した、足利佐野都市計画下水道の関係図書の写しを同法第21条第２項にお
いて準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市政策課において縦覧に供する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

さくら市氏家字東原3145番１ 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目
10番１号

株式会社コスモス薬
品

河内郡上三川町大字上蒲生字願成寺2002番
９、2002番11、2002番19、2003番６

河内郡上三川町大字上蒲生1995番地
日産第３アパート４棟301号室

上 野 元 気

河内郡上三川町大字多功字二ノ谷2379番３ 河内郡上三川町大字上三川3329番地
６ディアコート冨士山Ｂ105

富 　 山 　 沙 也 香
富 山 航 平

芳賀郡芳賀町大字下高根沢字寺ノ内427番１
の一部、427番２の一部、427番12

芳賀郡芳賀町大字下高根沢427番地 小 筆 朱 亜

（都市政策課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第19号
　公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号の規定による不在者投票を行うこ
とができる施設について、次のとおり施設の名称の変更があったので告示する。
　　令和８（2026）年３月24日
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栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　

施 設 の 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

医療法人社団友志会
石橋総合病院

社会医療法人友志会
石橋総合病院

下野市下古山１-15-４

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県矢板土木事務所長　　寺　　内　　修　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①ロータリ除雪車　１台　②栃木県矢板土木事務所　栃木県矢板市鹿島町20-11　③購入等　④令和８
（2026）年２月16日　⑤昭和車輌株式会社　栃木県宇都宮市上大曽町348-1　⑥56,890,000円　⑦一般競争入
札　⑧令和７（2025）年12月19日　⑪最低価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県下水道管理事務所長　　小　　川　　浩　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①巴波川流域下水道巴波川浄化センター包括的維持管理業務委託　一式　②栃木県下水道管理事務所　栃
木県河内郡上三川町多功1159　③購入等　④令和８（2026）年２月18日　⑤栃木公営企業株式会社　栃木県
宇都宮市明保野町３-16　⑥1,445,400,000円　⑦一般競争入札　⑧令和７（2025）年12月９日　⑪最低価
格
２　①鬼怒川上流流域下水道鬼怒川上流浄化センター包括的維持管理業務委託　一式　②栃木県下水道管理
事務所　栃木県河内郡上三川町多功1159　③購入等　④令和８（2026）年２月18日　⑤株式会社ウォーター
エージェンシー栃木オペレーションセンター　栃木県宇都宮市西川田町1004-３　⑥1,335,000,000円　⑦
一般競争入札　⑧令和７（2025）年12月９日　⑪最低価格

３　①栃木県下水道資源化工場運転操作業務委託　一式　②栃木県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町
多功1159　③購入等　④令和８（2026）年２月18日　⑤水ｉｎｇＡＭ株式会社北関東支店　埼玉県さいたま
市大宮区桜木町４-247　⑥340,320,000円　⑦一般競争入札　⑧令和７（2025）年12月９日　⑪最低価格
４　①栃木県下水道資源化工場で使用する電力　予定使用電力量　6,632,400kＷh　②栃木県下水道管理事務
所　栃木県河内郡上三川町多功1159　③購入等　④令和８（2026）年２月10日　⑤関西電力株式会社　大阪
府大阪市北区中之島３-６-16　⑥113,438,073円　⑦一般競争入札　⑧令和７（2025）年12月19日　⑪最低
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価格
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年３月24日

栃木県鬼怒水道事務所長　　佐　　藤　　賢　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県鬼怒水道事務所及び板戸取水場で使用する電力　予定使用電力量　3,449,000kＷh　②栃木県鬼怒水
道事務所　栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺1900　③購入等　④令和８（2026）年３月６日　⑤株式会社ＦＰ
Ｓ　東京都港区赤坂１-８-１　⑥59,358,789円　⑦一般競争入札　⑧令和８（2026）年１月20日　⑪最低価
格

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────


